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令和２年予備試験 商法 
問 題 文  

  次の文章を読んで，後記の〔設問１〕及び〔設問２〕に答えなさい。 
 
１．甲株式会社（以下「甲社」という。）は，飲食店の経営，飲食店の経営を行う会

社の株式を保有することにより当該会社の事業活動を支配・管理すること等を目的
とする会社であり，種類株式発行会社ではない。甲社の発行済株式の総数は１００
０株であり，そのうち，創業者であるＡが４００株を，Ａの息子であるＢが３００
株を，Ａの娘であるＣが３００株を，それぞれ保有していた。 

  甲社の取締役はＡのみであり，監査役は置いていない。 
２．甲社は，Ａが店長兼料理長となっている日本料理店を営むとともに，いずれも飲

食店の経営等を目的とする乙株式会社（以下「乙社」という。）と丙株式会社（以
下「丙社」という。）の発行済株式の全てを保有していた。乙社の取締役はＢのみ
であり，乙社はＢが店長兼料理長となっているフランス料理レストラン（以下「レ
ストラン乙」という。）を営んでいる。丙社の取締役はＣのみであり，丙社はＣが
店長兼料理長となっているイタリア料理レストラン（以下「レストラン丙」とい
う。）を営んでいる。甲社における乙社及び丙社の株式の帳簿価額は，それぞれ３
０００万円であった。 

  ここ数年，甲社の貸借対照表上の総資産額は１億円前後で推移しており，令和２
年６月１０日に確定した令和元年４月１日から令和２年３月３１日までの事業年度
に係る貸借対照表上の総資産額も１億円であった。甲社は，令和２年４月１日以
降，下記６の合意までの間に，資本金，準備金及び剰余金の額に影響を与える行為
や自己株式の取得を行っておらず，他社との間で吸収合併や吸収分割，事業の譲受
けも行っていない。また，甲社は，これまでに新株予約権を発行したこともない。 

３．Ｂは，個人として，２００本以上に及ぶワインのコレクションを有していたが，
収納スペースの問題もあり，コレクションの入替えを円滑に行うために，その半数
程度を処分することを検討していた。ちょうどその頃，レストラン乙の改装が行わ
れており，ワインセラーのスペースにも余裕ができることとなるため，Ｂは，自己
のワインコレクションから１００本を選んで乙社に買い取らせることとした。 

  そのためにＢが選んだワイン１００本（以下「本件ワイン」という。）の市場価
格は総額１５０万円であり，レストラン乙での提供価格は総額３００万円程度とな
ることが見込まれた。 

４．Ｂは，乙社による本件ワインの買取りにつき，父であり，甲社の代表者でもある
Ａには話をしておいた方がいいだろうと考え，令和２年６月２３日，Ａの自宅を訪
れた。Ｂは，Ａに対し，本件ワインのリストと市場価格を示しつつ，本件ワインを
レストラン乙で提供するならば総額で３００万円程度になる旨を述べた。これに対
して，Ａは，「それならば３００万円で，乙社が買い取ることにすればいいよ。」と
述べた。 
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  令和２年６月２５日，乙社は，Ｂから本件ワインを３００万円で買い取った（以
下「本件買取り」という。）。 

５．令和２年７月１日，Ａと共に改装後のレストラン乙を訪れたＣは，そのワインセ
ラーをのぞいたことをきっかけとして，本件買取りが行われたことを初めて知っ
た。本件ワインの買取価格を聞いたＣは，「さすがに高過ぎるんじゃないか。」と不
満を述べたが，Ａは，「改装祝いを兼ねているし。」と述べ，Ｂも，「おやじが決め
たんだから，お前は黙っていろよ。」と言って取り合わなかった。それまでもＡが
Ｂばかりを支援することに不満を募らせていたＣは，大いに憤った。 

 
〔設問１〕 

  Ｃは，甲社の株主として，本件買取りに関するＢの乙社に対する損害賠償責任と
Ａの甲社に対する損害賠償責任を追及したいと考えている。Ｂ及びＡの会社法上の
損害賠償責任の有無とそれぞれの責任をＣが追及する方法について，論じなさい。 

 
６．本件買取りをきっかけとして，Ａ及びＢとたもとを分かつ決心をしたＣは，甲社

から独立してレストラン丙を経営したいと考え，Ａと交渉を行った。その結果，令
和２年８月１２日，Ｃが保有する甲社株式を甲社に譲渡するのと引換えに，甲社が
保有する丙社株式をＣに譲渡する旨の合意（以下「本件合意」という。）が成立し
た。 

 
〔設問２〕 

  本件合意の内容を実現させるために甲社及び丙社において会社法上必要となる手
続について，説明しなさい。なお，令和２年８月１２日現在の甲社の分配可能額は
５０００万円であり，その後，分配可能額に変動をもたらす事象は生じていない。 
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解 説  

第１ 設問１について 
１ 本件買取りに関するＢの乙社に対する責任について 
 ⑴ 責任追及の方法 
   Ｂは甲社の完全子会社である乙社の取締役であるから，責任追及の方法は，

「いわゆる多重代表訴訟（会社法第 847 条の３）」（出題趣旨）になる。 
   要件について論点となるべきものは特になく，一つひとつあてはめていけば足

りる（解答例参照）。 
 ⑵ 責任の有無 
   「Ｂの乙社に対する責任については，本件買取りは乙社における利益相反取引

（自己のためにする直接取引。会社法第 356 条第１項第２号）に当たるが，乙社
の唯一の株主である甲社の代表取締役Ａによる承認を得ていることを，Ｂの乙社
に対する責任の有無との関係でどう評価するかがポイントとなる。この場合，当
該Ａの同意のみではＢの乙社に対する責任（特定責任）を免除することはできな
いことについても理解しておく必要がある（会社法第 847 条の３第 10 項）。」（出
題趣旨） 

   本件買取りは，乙社の取締役であるＢと乙社の間の取引であるから，「取締役
が自己……のために株式会社と取引をしようとするとき」（356Ⅰ②）に当たる。 

   乙社の取締役は B のみであるから，同社は取締役会設置会社ではなく（331
Ⅴ），利益相反取引の承認機関は株主総会になる（356Ⅰ柱書，365Ⅰ）。 

   本問では，本件買取りについて，乙社株主総会の承認決議は経ていないもの
の，「乙社の唯一の株主である甲社の代表取締役Ａによる承認」（出題趣旨）があ
ることをもってこれに代えることができないか（承認決議が不要とならないか）
が問題となる。なお，問題文には，甲社において，Ａが代表取締役と定められた
旨の事情は与えられていないものの，甲社の取締役は A のみであるから，A が甲
社を代表することになる（349Ⅰ本文）。問題文【事実】４には「甲社の代表者」
という文言が出てきており，このことを前提としているものと思われる。 

   この点について，判例（最判昭 49.9.26【会社法百選 56】）は，取締役会の承
認を欠いている事案についてであるが，「商法 265 条［現会社法 356 条 1 項 2
号，365 条 1 項に相当する］が取締役と会社との取引につき取締役会の承認を要
する旨を定めている趣旨は，取締役がその地位を利用して会社と取引をし，自己
又は第三者の利益をはかり，会社ひいて株主に不測の損害を蒙らせることを防止
することにあると解されるところ，……［本件における利益相反取引は当該会社
の］実質上の株主の全員……の合意によってなされたものというのであるから，
……別に取締役会の承認を要しないことは，上述の……立法趣旨に照らし当然で
あって，右譲渡の効力を否定することは許されない」と述べている。 

   本問では，上記のように，承認機関が株主総会であり，また取引の効力が問題
となっているわけではないものの，判例の趣旨に従えば，承認決議は不要とな
る。ただし，現在では，株主全員の同意により株主総会決議があったとみなすた
めには，書面又は電磁的記録による同意の意思表示を要するから（会社 319
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Ⅰ），これを欠く場合に株主の合意を総会決議とみることは難しくなっていると
の指摘がある。 

   したがって，本問は，承認がある利益相反取引ということになる。 
   承認がある利益相反取引の場合であったとしても，利益相反取引によって株式

会社に損害が生じたときは任務懈怠の推定がある（423Ⅲ①）。 
   問題はその推定を覆す事情の有無であるが，上記のように承認手続違反（355

の「法令」違反）は認められない。一方で，市場価格 150 万円の本件ワインを総
額 300 万円で乙社に買い取らせた行為は，合理的な理由が認められない限り，善
管注意義務違反（330，民 644）を構成すると考えてよいだろう。 

   また，本問は，「第 356 条第１項第２号……の取引（自己のためにした取引に
限る。）」に当たるケースであるから，Ｂによる帰責事由不存在の主張が遮断され
る（428Ⅰ）。 

   なお，この場合，上記のように，「乙社の唯一の株主である甲社の代表取締役
Ａによる承認」があるものの，総株主の同意がある（424）として，Ｂの責任を
免責することはできない。「当該Ａの同意のみではＢの乙社に対する責任（特定
責任）を免除することはできない……（会社法第 847 条の３第 10 項）。」（出題趣
旨）からである。 

２ 本件買取りに関する A の甲社に対する責任について 
 ⑴ 責任追及の方法 
   責任追及の方法は，「株主代表訴訟（会社法第 847 条）」（出題趣旨）になる。 
   ここでも，要件について論点となるべきものは特になく，一つひとつあてはめ

ていけば足りる（解答例参照）。 
 ⑵ 責任の有無 
   Ａは，上記のように，本件買取りを承認したものであるが，Ａが甲社に対して

どのような意味で任務懈怠責任を負うのかが問題となる。 
   この点については，上記のように，本件買取りは，乙社に損害をもたらすもの

であるから，「不適切な子会社管理である」「甲社をして乙社における利益相反取
引に当たる本件買取りについて同意・承認せしめたことが任務懈怠に当たる」
（出題趣旨）と論じることができるだろう。 

   なお，親会社取締役の子会社管理義務については，福岡高判平 24.4.13【会社
法百選 53】があるが，これは事例判断であり，一般的な判断枠組みを述べるもの
ではない。 

   また，「甲社に生じた損害をどのように考えるべきかが問題となる。」（出題趣
旨） 

   乙社株式の帳簿価格は 3000 万円であるところ，上記 150 万円の損害が乙社に
発生することによって 150 万円の株式価値が毀損されるとみることができ，この
ように見れば 150 万円の損害が甲社に生じたことになる（もっとも，乙社が継続
企業である以上，甲社が保有する乙社株式の価値の下落幅は理論上 150 万円より
少ないはずである，Ｂが乙社に対して損害賠償責任を負うこととの関係をどのよ
うに捉えるのかという難しい問題があるなどと指摘されている。）。 

   なお，非公開会社の株式時価をどのように算定するのか，という実務的な問題
はあるものの，本問において，その点に触れる必要はないだろう。 
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第２ 設問２について 
１ 甲社において会社法上必要となる手続 
 ⑴ Ｃが保有する甲社株式を甲社に譲渡する点について 
  ア 自己株式取得の手続 

   「甲社における自己株式の取得の手続（会社法第 156 条等）」（出題趣旨）に
ついて説明する必要がある。 

   具体的には，特定株主からの有償取得の事案であるから，株主総会の特別決
議が必要となる（160Ⅰ，156Ⅰ，309Ⅱ②）。この株主総会において，Ｃは議
決権を行使することができない（160Ⅳ）。 

   また，Ａ及びＢに対して，売主追加請求権の通知が必要となる（160Ⅱ，
Ⅲ）。 

   なお，財源規制は認められない（461Ⅰ③，461Ⅱ）。 
 イ 譲渡承認手続 

    甲社は，上記のように取締役会非設置会社であるから，非公開会社であると
ころ（327Ⅰ①），「譲渡制限株式の譲渡承認手続（会社法第 139 条）」（出題趣
旨，なお出題趣旨では丙社における手続として指摘されている。）が必要とな
るのが原則である。もっとも，自己株式取得の場合には，例外として譲渡承認
手続は不要となる（136 カッコ書）。 

 ⑵ 甲社が保有する丙社株式をＣに譲渡する点について 
   「子会社株式の譲渡の手続（会社法第 467 条第１項第２号の２）」（出題趣旨）

が必要となる。具体的には，株主総会の特別決議（309Ⅱ⑪）が必要となる。 
２ 丙社において会社法上必要となる手続 
  丙社も，非公開会社であるから，甲社が保有する丙社株式をＣに譲渡する点につ

いて，譲渡承認手続が必要となる。 
  もっとも，甲社は丙社の完全親会社であるから，一人会社の株主が譲渡制限株式

を譲渡した場合の取扱いが問題となる。 
  この点について，判例（最判平 5.3.30）は，株式譲渡制限の趣旨は，「専ら会社

にとって好ましくない者が株主となることを防止し，もって譲渡人以外の株主の利
益を保護することにあると解される（最高裁昭和……48 年 6 月 15 日……判決……
参照）から，本件のようないわゆる一人会社の株主がその保有する株式を他に譲渡
した場合には，定款所定の取締役会の承認がなくとも，その譲渡は，会社に対する
関係においても有効と解するのが相当である。」と判示している。 

  丙社は取締役会設置会社ではないものの，この判例の趣旨は及ぶといってよいだ
ろう。 

  これに従えば，本問では，承認手続は不要となる。 
 

〔出題の趣旨〕 
 設問１では，本件買取りに関するＢの乙社に対する責任及びＡの甲社に対する
責任の有無と，それをＣが甲社の株主として追及する方法を検討することが求め
られている。Ｂの乙社に対する責任については，本件買取りは乙社における利益
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相反取引（自己のためにする直接取引。会社法第３５６条第１項第２号）に当た
るが，乙社の唯一の株主である甲社の代表取締役Ａによる承認を得ていること
を，Ｂの乙社に対する責任の有無との関係でどう評価するかがポイントとなる。
この場合，当該Ａの同意のみではＢの乙社に対する責任（特定責任）を免除する
ことはできないことについても理解しておく必要がある（会社法第８４７条の３
第１０項）。Ａの甲社に対する責任については，不適切な子会社管理であるとして
任務懈怠に当たるか否かや，甲社をして乙社における利益相反取引に当たる本件
買取りについて同意・承認せしめたことが任務懈怠に当たるか否かなどを検討し
た上で，甲社に生じた損害をどのように考えるべきかが問題となる。また，以上
の責任をＣが甲社の株主として追及するには，乙社との関係ではいわゆる多重代
表訴訟（会社法第８４７条の３）を，甲社との関係では株主代表訴訟（会社法第
８４７条）を提起することになるが，特に前者についてその可否を検討すること
が求められる。 
 設問２では，本件合意の内容を実現させる手続として，甲社における自己株式
の取得の手続（会社法第１５６条等）及び子会社株式の譲渡の手続（会社法第４
６７条第１項第２号の２）並びに丙社における譲渡制限株式の譲渡承認手続（会
社法第１３９条）について説明することが求められる。 
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模 範 答 案  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

第１ 設問１について 
１ 本件買取りに関するＢの乙社に対する責任について 

⑴ 責任追及の方法 
   Ｂは甲社の完全子会社である乙社の取締役であるから，責任追及の

方法は特定責任追及の訴えによることになる（８４７条の３）。 
   その要件について検討すると，甲社は乙社の発行済み株式の全てを

保有しているから，「完全親会社」（同条２項１号，同条１項柱書）に
当たり，その完全親会社等は存在しないから，「最終完全親会社等」
に当たる（同項柱書）。また，甲社の「総資産額」は１億円前後であ
るところ，乙社株式の「帳簿価額」は３０００万円であり，「５分の
１」を超えている（同条４項）。そして，甲社は非公開会社であるか
ら（３３１条５項，３２７条１項１号），保有期間に関わりなく（８
４７条の３第６項），甲社の「発行済株式」の「１００分の１……以
上の数の株式」（同条１項）を有するＣは，特定責任追及の提起を請
求することができ，その請求日から「６０日以内」に訴え提起がなさ
れない場合には，自ら訴え提起をすることができる（同条７項）。 

   なお，下記のように，本件買取りによって甲社に損害が生じている
と思われるから，同条１項２号の場合には当たらない。 

⑵ 責任の有無 
   Ｂの乙社に対する責任の発生根拠は４２３条１項である。 
   その要件について検討すると，本件買取りは，乙社の取締役である

Ｂと乙社の間の取引であるから，「取締役が自己……のために株式会

社と取引をしようとするとき」（３５６条１項２号）に当たる。 
   また，本件買取りによって，乙社は，市場価格１５０万円の本件ワイ

ンを総額３００万円で買い取っており，１５０万円の「損害」が生じた
といえるから，Ｂは「その任務を怠ったものと推定」（４２３条３項１
号）される。では，Ｂは，任務懈怠の推定を覆すことができるか。 

   乙社は取締役会非設置会社であるから，利益相反取引の承認機関は
株主総会になる（３５６条１項柱書，３６５条１項）。本件買取りに
ついて，乙社株主総会の承認はないものの，本件ワインの市場価格等
の「重要な事実」の「開示」を前提とした，乙社の唯一の株主である
甲社の代表取締役Ａによる承認があるから，承認決議があったものと
同視することができる。そのため，承認手続違反という「法令」（３
５５条）遵守義務違反は認められない。 

   もっとも，上記のように，市場価格１５０万円の本件ワインを総額
３００万円で乙社に買い取らせた行為は，合理的な理由が認められな
い限り，善管注意義務違反（３３０条，民法６４４条）となる。 

   したがって，Ｂは上記合理的な理由を立証しない限り，任務懈怠の
推定を覆すことができない。 

   また，上記取引においては，Ｂは帰責事由不存在の立証を行って任
務懈怠を免れることができない（４２８条１項）。 

   以上から，Ｂは上記合理的な理由を立証しない限り，責任を負う。 
   なお，上記のように，本件取引についてＡの承認があるものの，Ａ

は甲社の発行済株式１０００株のうち，４００株を有するにすぎない
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１ 
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１ 甲社において会社法上必要となる手続 
 ⑴ Ｃが保有する甲社株式を甲社に譲渡する点について 
   本件合意は，甲社が「特定の株主」Ｃとの「合意」により「当該株

式会社の株式を有償で取得する」（１５５条３号，１５６条１項柱
書，１６０条１項）ものであるから，株主総会の特別決議を要する
（３０９条２項２号）。この株主総会において，Ｃは議決権を行使す
ることができない（１６０条４項）。また，「株主」Ａ及びＢに対し
て，売主追加請求権の通知が必要となる（同条２項，３項）。 

 ⑵ 甲社が保有する丙社株式をＣに譲渡する点について 
   丙社も乙社同様，甲の「子会社」であるところ，本件合意は「その

子会社の株式……の全部の譲渡」であり，譲渡する丙社「株式……の
帳簿価額」３０００万円は甲社の「総資産額」１億円の「５分の１」
を「超え」，また，本件合意によって甲社が丙社の「議決権の総数の
過半数の議決権を有しない」ことになるから，株主総会の特別決議が
必要となる（４６７条１項２号の２イ，ロ，３０９条２項１１号）。 

２ 丙社において会社法上必要となる手続 
  丙社も非公開会社かつ取締役会非設置会社であるから，１⑵の点につ

いて株主総会による譲渡制限株式の譲渡承認手続（１０７条１項１号，
１３９条）の対象となる。１⑴の場合と異なり，自己株式取得は当たら
ないから，同手続は省略できないのが原則である（１３６条カッコ
書）。もっとも，甲社は丙社の一人株主であるから，他の株主の利益を
考慮する必要がなく，例外的に同手続は不要となると解する。 以 上 

から，Ａの同意のみでＢの乙社に対する責任を免除することはできな
い（８４７条の３第１０項，４２４条）。 

２ 本件買取りに関する A の甲社に対する責任について 
⑴ 責任追及の方法 
  非公開会社甲社「株主」であるＣは，株式の保有期間にかかわら

ず，Ａの「責任を追及する訴え」の提起を請求することができ，その
請求日から「６０日以内」に訴え提起がなされない場合には，自ら訴
え提起をすることができる（８４７条１項，２項，３項）。 

⑵ 責任の有無 
  Ａの甲社に対する責任の発生根拠も４２３条１項である。 
  乙社はその株式の帳簿価格において甲社の総資産額の３割程度に相

当する重要な子会社なのであるから，Ａは，乙社に損害を与えないこ
とによって，乙社株式の価値を維持する義務を甲社との関係で負って
いたといえる。にもかかわらず，Ａは甲社をして本件買取りについて
同意・承認せしめており，甲社に下記「損害」を発生させているか
ら，この義務に反している。 

  したがって，Ａは，「任務を怠った」ものと認められ，これについ
て，帰責事由を否定するような事情も認められない。 

  また，Ａは，乙社に１５０万円の損害を発生させることによって１
５０万円の乙社株式価値の毀損という「損害」を発生させている。 

  以上から，Ａは，責任を負う。 
第２ 設問２について 

３ 

４ 
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